
令和６年江南市教育委員会３月臨時会会議録 

 

開催年月日  令和６年３月１４日（木） 

 

場   所  江南市防災センター 研修室１ 

 

出 席 委 員  教 育 長               村   良 弘 

教育長職務代理者            後 藤 鎭 全 

委   員               藤 田 佐知子 

委   員               山 田 茂 美 

委   員               岩 田 正 武 

 

説明のため出席した職員 

       教育部長                松 本 朋 彦 

       教育課長                茶 原 健 二 

       学校給食課長兼南部学校給食センター所長 

兼北部学校給食センター所長       仙 田 隆 志 

教育課指導主事             伊 藤 孝 行 

 

事務局職員  教育課主幹               源 内 隆 哲 

       教育課主任               平 田 千 明 

 

傍聴者数   ０名 

 

議事日程   日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 議案第１３号 江南市立学校管理規則の一部改正につい

て 

     議案第１４号 江南市立学校共同学校事務室設置要綱の

一部改正について 

日程第３ 協議題 

     １．令和６年度定期人事異動内示について 

     ２．教員等の人事運営について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前 9時 30 分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会３月臨時会を開会いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第１ 会議録署名者の指名 



 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、藤田佐知子さん、山田茂美さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第２ 議案第１３号 江南市立学校管理規則の一部改正について  

 

○教育長  日程第２ 議案第 13 号、江南市立学校管理規則の一部改正についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 13 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第１４号 江南市立学校共同学校事務室設置要綱の一部改正について 

 

○教育長  第 14 号、江南市立学校共同学校事務室設置要綱の一部改正についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 14 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第３ 協議題について 

 

○教育長  日程第３、協議題を議題といたしますが、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 14 条第７項のただし書きの規定により、「人事に関する事件その他

の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で

議決したときは、これを公開しないことができる」ことになっています。協議題１ 

令和６年度定期人事異動内示について及び協議題２ 教員等の人事運営については、



「人事に関する事件その他の事件」に該当しますので、当該の議決については、非

公開にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、協議題１ 令和６年度定期人事異動内

示について及び協議題２ 教員等の人事運営については、非公開とすることに決定

いたしました。暫時、休憩いたします。 

 

午前 9時 40 分  休 憩 

午前 10 時 19 分  開 議 

 

○教育長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇教育長  その他、事務局より何かありましたらお願いします。 

〔何もないことを確認〕 

○教育長  以上で、当局より提出されました案件はすべて終了しました。これをも

ちまして、教育委員会３月臨時会を閉会いたします。 

 

 午前 10 時 20 分  閉 会 

 


